
 

富田林市教育委員会規則第  号 

 

富田林市立幼稚園園則の一部を改正する規則 

 

 富田林市立幼稚園園則（昭和２８年富田林市教育委員会規則第９号）の一部

を次のように改正する。 

 

第４条を次のように改める。 

第４条 保育期間及び年間休業日は、富田林市立小学校及び中学校等の管理運

営に関する規則（昭和３３年富田林市教育委員会規則第１２号）第２１条の

規定を準用する。この場合において、同条中「学期」とあるのは「保育期間」

と、「休業日」とあるのは「年間休業日」と読み替えるものとする。 

 第５条を削り、第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。 

第８条中「入園届（様式）に記入押印して」を「別に定める入園届を」に改

め、同条を第７条とする。 

 第９条を第８条とし、第１０条を第９条とする。 

 様式を削る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

議案第 ４ 号 


